
《保育料の試算について》 
 
保育料は父母の市民税所得割合算額を基に決まります。 

下記の市民税額が分かる資料があれば、おおよその保育料を試算することができます。 

※「おおよそ」でいいので保育料が知りたいという声にお応えしてお示しするものです。調整控除の適用

など、細かい計算は省略していますのでご了承ください。 

 

 

 

資料中の赤枠で囲んだ市民税の「税額控除前所得割額」を父と母で合算し、その合計額

を料金表に当てはめると保育料が分かります。 

※課税年度にご注意ください。保育料は4月～8月は前年度、9月～翌年3月は当該年度の

市民税で算定します。 

 

 

 【例：1歳クラスで保育標準時間の場合】 

①父と母の税額を足します。  

（父の税額控除前所得割額：170,000円）＋（母の税額控除前所得割額：50,000円） 

＝（合算した税額控除前所得割額：220,000円） 

 

②合計額を保育料金表に当てはめます。 

（220,000円を「利用者負担額（保育料）表」に当てはめると第6階層に該当するので 

保育標準時間の保育料は48,000円と試算できます。） 

 

 

 

 

【特別徴収の方（市民税が給与天引きで支払われている方）】 
 

 
 

 



【普通徴収の方（市民税を納税通知書で支払われている方）】 

 
 

【所得課税証明書 ～岐阜市様式～ （市町村で様式が違います）】 
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